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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　幅広面側が巻枠の外周面側になるように前記巻枠に巻回された断面矩形の導線の端部を
電極の凹部に入れ込む巻線端部成形方法であって、
　把持された前記導線が幅広面内で回転自在なように、前記導線の端部の幅広面を両側か
ら把持する工程と、
　前記導線の巻回部分の端部を前記巻枠の外周面側に押圧した状態で、把持した前記導線
の端部を幅広面方向に回転させて引き起す工程と、
　前記導線の巻回部分の端部に隣接する部分が幅狭面方向に屈曲するように、引き起した
前記導線の端部を移動させて、前記導線の端部を前記電極の凹部に入れ込む工程とを含む
ことを特徴とする巻線端部成形方法。
【請求項２】
　幅広面側が巻枠の外周面側になるように前記巻枠に巻回された断面矩形の導線の端部を
電極の凹部に入れ込む巻線端部成形装置であって、
　把持された前記導線が幅広面内で回転自在なように、前記導線の端部の幅広面を両側か
ら把持する把持部と、
　前記把持部を移動させる移動部と、
　前記導線を巻枠の外周面側に押圧して保持する押圧部と、
　前記移動部及び前記押圧部を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記押圧部が前記導線の巻回部分の終端部を押圧した状態で、前記把持
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部で把持した前記導線の端部を幅広面方向に回転させて引き起した後、前記導線の巻回部
分の終端部に隣接する部分を幅狭面方向に屈曲するよう前記把持部が移動するように、前
記移動部及び前記押圧部を制御することを特徴とする巻線端部成形装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、巻線の端部を成形する装置及び方法、特に平角線を用いたコイル部材の巻線
の端部を成形する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、巻枠に導線が巻回された分割コアを円環状に複数配列したブラシレスモータが知
られている。導線が平角線からなる場合、巻線工程後に電極にカシメるために導線を屈曲
させる際、導線の端部を把持して複雑な動作で移動させる必要がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、導線の端部を掴むノズルを回動させて導線を捻り、捻った状
態で屈曲させて電極の溝の内部に導線を押し込むことが開示されている。詳細には、巻線
工程が終了した後、導線の巻終端部を切断することなく、導線を供給するノズルを横方向
へ移動させた後、ノズルを回動させて導線の巻終端部を捻る。次に、ノズルを回動後の位
置のまま巻枠の下方に移動させて、巻枠の溝付近で捻られていた導線の巻終端部を溝の端
部に引掛けて屈曲させる。これにより、導線が巻枠の溝の内部に入り込む。次に、ノズル
を巻枠の外周面側へ移動させて、導線を巻枠の溝に押し込める。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２５０８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された方法では、導線を捻るという工程が存在する。
そのため、導線を捻る動作が必要となり、巻線端部成形に要する時間が長くなるとともに
、装置の小型化、簡素化が困難となる課題がある。
【０００６】
　本発明は、以上の点に鑑み、巻線端部成形に要する時間が短縮化され、装置の小型化、
簡素化が可能な巻線端部成形方法及び装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の巻線端部成形方法は、幅広面側が巻枠の外周面側になるように前記巻枠に巻回
された断面矩形の導線の端部を電極の凹部に入れ込む巻線端部成形方法であって、把持さ
れた前記導線が幅広面内で回転自在なように、前記導線の端部の幅広面を両側から把持す
る工程と、前記導線の巻回部分の端部を前記巻枠の外周面側に押圧した状態で、把持した
前記導線の端部を幅広面方向に回転させて引き起す工程と、前記導線の巻回部分の端部に
隣接する部分が幅狭面方向に屈曲するように、引き起した前記導線の端部を移動させて、
前記導線の端部を前記電極の凹部に入れ込む工程とを含むことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の巻線端部成形方法によれば、導線が延びる方向の軸（矩形断面に垂直な軸）を
中心に回転させて導線を積極的に捻る工程を含むことなく、結果として捻られた導線を電
極の凹部に入れ込むことができる。そのため、引用文献１に記載された方法と比較して、
巻線端部成形に要する時間の短縮化が可能となる。
【０００９】
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　本発明の巻線端部成形装置は、幅広面側が巻枠の外周面側になるように前記巻枠に巻回
された断面矩形の導線の端部を電極の凹部に入れ込む巻線端部成形装置であって、把持さ
れた前記導線が幅広面内で回転自在なように、前記導線の端部の幅広面を両側から把持す
る把持部と、前記把持部を移動させる移動部と、前記導線を巻枠の外周面側に押圧して保
持する押圧部と、前記移動部及び前記押圧部を制御する制御部とを備え、前記制御部は、
前記押圧部が前記導線の巻回部分の終端部を押圧した状態で、前記把持部で把持した前記
導線の端部を幅広面方向に回転させて引き起した後、前記導線の巻回部分の終端部に隣接
する部分を幅狭面方向に屈曲するよう前記把持部が移動するように、前記移動部及び前記
押圧部を制御することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の巻線端部成形装置によれば、導線が幅広面内で回転自在なように、導線の端部
の幅広面を両側から把持する把持部を備えており、把持部で把持された導線の端部が幅広
面内で自在に回転する状態で把持部を移動部で移動させることにより、導線を屈曲するこ
とが可能である。
【００１１】
　そのため、導線が延びる方向の軸を中心に回転させるようにして導線を捻る機構を必要
としないので、このような機構を必要とする引用文献１に記載された場合と比較して、装
置が小型化、簡素化される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態で使用するコイル部品の正面図。
【図２】巻枠に巻回された導線の巻終端部を横方向に延ばした状態を概略的に示す正面図
。
【図３】図２で示した導線の巻終端部を手前側に回動させた状態を概略的に示す正面図。
【図４】図３で示した導線の巻線端部を下側に回動させて凹部の内部に押し込んだ状態を
概略的に示す正面図。
【図５】本発明の実施形態に係る巻線端部成形装置を示す概略斜視図。
【図６】巻線端部成形装置の把持部を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１４】
　本実施形態の巻線端部成形方法は、図１に示すコイル部品１０の巻線端部を成形するも
のである。コイル部品１０は、例えば、円環状に複数配置されて、ハイブリッド車両や電
気車両などの回転電機のステータを構成する分割コアである。
【００１５】
　コイル部品１０は、複数枚の略Ｔ字状の鋼板を一体化した積層鋼板（不図示）と積層鋼
板に外嵌された絶縁性のボビン（インシュレータ）との組立体からなる巻枠１１と、巻枠
１１に巻回された導線（巻線）１２と、金属製の電極（ターミナル）１３，１４とを有す
る。
【００１６】
　導線１２は、絶縁被膜で覆われた断面略矩形状の平角線であり、矩形断面の長辺に対応
する幅広面と短辺に対応する幅狭面とを有している。導線１２は、幅広面側が巻枠１１側
になるように、巻枠１１に巻回されている。
【００１７】
　巻枠１１には、導線１２が巻回される胴部の下端部、上端部にそれぞれ下側フランジ１
５、上側フランジ１６が形成されている。そして、各フランジ１５，１６には、導線１２
の巻終端部１２ａ，巻始端部１２ｂをそれぞれ胴部側から引出すための溝（スリット）１
５ａ，１６ａが形成されている。
【００１８】
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　下側電極１３は下側フランジ１５の下方に位置しており、導線１２の巻終端部１２ａが
入り込み固定される凹部１３ａ（図２参照）が溝１５ａの真下に形成されている。導線１
２は、その巻終端部１２ａが、溝１５ａを経由して、下側電極１３の凹部１３ａに入り込
みカシメられて下側電極１３に接続される。
【００１９】
　上側電極１４は上側フランジ１６の上方に位置しており、導線１２の巻始端部１２ｂが
入り込み固定される凹部１４ａ（図２参照）が溝１６ａの真上に形成されている。導線１
２は、その巻始端部１２ｂが、溝１６ａを経由して、上側電極１４の凹部１４ａに入り込
みカシメられて上側電極１４に接続される。
【００２０】
　以下、本発明の実施形態に係る巻線端部成形方法について説明する。
【００２１】
　まず、図２に示すように、第１の工程では、巻枠１１への導線１２の巻回が終了した後
、巻枠１１の外周面から離れた位置で導線１２を仮切断する。これにより、導線１２の巻
き終り側の端部である巻終端部１２ａが形成される。
【００２２】
　次に、第２の工程では、把持された導線１２が幅広面内で回転自在なように、導線１２
の巻終端部１２ａの幅広面を両側から挟み込むようにして、把持部分中心回りの回転を許
容した状態で導線１２を把持部４０（図５参照）で把持する。
【００２３】
　次に、第３の工程では、巻終端部１２ａを把持した状態を維持しながら把持部４０を移
動させて、導線１２にテンションがかかるように横方向へ引張って導線１２を直線状に伸
ばすようにしながら、導線１２の巻終部分を巻枠１１側に押し付ける。
【００２４】
　次に、図３に示すように、第４の工程では、導線１２の巻回部分の終端部を押圧治具（
押圧部）２１で巻枠１１の外周面側に押し付ける。この押圧治具２１は適度に硬い材質か
ら形成されるが、導線１２に接触しても絶縁被膜が傷付かないように角部が丸みを帯びて
いる。そして、把持部４０を導線１２の巻終部分を中心として、手前まで９０度だけ回動
させる。これにより、導線１２は押圧治具２１で押圧された部分に隣接する部分を根元部
分として幅広面方向（図面手前側）に９０度引き起され、導線１２の根元部分が押圧治具
２１の角部に沿って微小な曲率半径で屈曲した状態になる。
【００２５】
　次に、図４に示すように、第５の工程では、把持部４０を導線１２の根元部分を中心と
して、幅狭面方向（図面下側）に９０度だけ回動させる。このとき、導線１２の直線部分
は直線状態が維持されるよう、導線１２にテンションがかかるように引張りながら回動さ
せる。これにより、導線１２は巻回部分の終端部に隣接する部分が結果的に捻られ、引き
起された導線１２の巻終端部１２ａが９０度下側に屈曲して、導線１２が溝１５ａの内部
に入り込む。換言すれば、下側に曲がった導線１２が溝１５ａに入り込むような位置で導
線１２に押圧治具２１を押し付けている。
【００２６】
　このとき、溝１５ａの内部に入り込んだ導線１２は、押込治具２２によって巻枠１１の
外周面側に押し込まれる。これにより、下側電極１３の凹部１３ａの奥部まで導線１２が
入り込む。
【００２７】
　そして、この後、図示しないが、第６の工程では、ペンチ等のカシメ具を用いて下側電
極１３をカシメて、導線１２を下側電極１３に固定する。これにより、導線１２が下側電
極１３に接続される。さらにその後、第７の工程では、ニッパ等の切断具を用いて巻終端
部１２ａを所定位置で切断する。これにより、巻線終部１２ａの成形が完了する。
【００２８】
　また、巻始端部１２ｂも巻終端部１２ａと同様に端部の成形を行う。ただし、導線１２
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の巻始部分１２ｂはその外側が巻回された導線１２で覆われているので、押圧治具２１で
押圧する必要がない。これにより、巻線端部成形が全て完了して、図１に示したコイル部
品１０が完成する。
【００２９】
　以上のように、本実施形態に係る巻線端部成形方法によれば、導線１２が延びる方向の
軸を中心に回転させて導線１２を積極的に捻る工程を含むことなく、結果として捻られた
導線１２を溝１５ａを通して下側電極１３の凹部１３ａに入れ込むことができる。そのた
め、引用文献１に記載された方法と比較して、巻線端部成形に要する時間の短縮化が可能
となる。
【００３０】
　また、引用文献１に記載された方法とは異なり、導線１２を溝の端部に引掛けた状態で
屈曲させる必要がなく、把持部分中心回りの回転を許容した状態で導線１２を把持部４０
（図５参照）で把持するので、絶縁被覆が傷付くおそれを解消することができる。
【００３１】
　以下、本発明の実施形態に係る巻線端部成形装置３０について説明する。
【００３２】
　この巻線端部成形装置３０は、詳細は図示しないが、例えば、特開２００９－９９９０
８号公報に開示されたステーションコア製造装置に含まれる。ステーションコア製造装置
は、巻線に要する工程を分割した４つのステーションを有しており、図１に示したコイル
部品１０を高速で製造することが可能である。
【００３３】
　ステーションコア製造装置は、図示しないが、巻枠１１を巻枠把持治具に把持させると
ともに、導線１２が巻枠１１に巻回され、導線１２の端部成形が完了された完成品である
コイル部品１０を巻枠把持治具から取り外す着脱ステーションＳＴ１と、巻枠１１に導線
１２を巻回して巻線を形成する巻線ステーションＳＴ２と、巻回された導線１２の巻終端
部１２ａ及び巻始端部１２ｂを、各電極１３，１４の凹部１３ａ，１４ａに入れ込む端部
成形ステーションＳＴ３と、導線１２の巻終端部１２ａ及び巻始端部１２ｂを、各電極１
３，１４にカシメて固定するとともに、導線１２の余剰の端部を切断する端部接続ステー
ションＳＴ４とを有する。
【００３４】
　ステーションコア製造装置は、同心円状に所定の角度間隔ずつ離間して設けられた各ス
テーションに対応して、巻枠１１を把持する巻枠把持治具を有するテーブルを備える。
【００３５】
　着脱ステーションＳＴ１では、巻枠１１が巻枠把持治具に把持される。巻枠把持治具に
よって把持された巻枠１１は、テーブルが回転して、巻線ステーションＳＴ２に到達する
。
【００３６】
　巻線ステーションＳＴ２では、ノズルから導線１２が繰り出されるとともに、巻枠１１
は巻枠把持治具と一体的に回転される。これにより、巻枠１１に導線１２が巻回される。
　　　
【００３７】
　巻枠１１に導線１２が巻回されると、テーブルを再び回転させて、巻枠把持治具に把持
されている巻枠１１は端部成形ステーションＳＴ３に到達する。
【００３８】
　端部成形ステーションＳＴ３では、巻線端部成形装置３０を用いて、導線１２の巻終端
部１２ａ及び巻始端部１２ｂを、各電極１３，１４の凹部１３ａ，１４ａにそれぞれ入れ
込む。そして、テーブルを再び回転させて、導線１２が巻き付けられた巻枠１１は端部接
続ステーションＳＴ４に至る。
【００３９】
　端部接続ステーションＳＴ４には、カシメ具及び切断具が配設されている。カシメ具を
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用いて、導線１２の巻終端部１２ａと巻始端部１２ｂとをそれぞれ電極１３，１４にカシ
メる。次いで、切断具を用いて、導線１２の巻終端部１２ａ及び巻始端部１２ｂを切断す
る。
【００４０】
　その後、テーブルを再び回転させて、巻線端部成形されたコイル部品１０が着脱ステー
ションＳＴ１に到達する。そして、コイル部品１０を巻枠把持治具から取り出す。
【００４１】
　把持部４０は、図５に示すように、移動部であるロボットハンド３１の先端に取り付け
られている。ロボットは、ここでは、テーブルの近傍に設置された４軸ロボットであり、
３軸の回転運動及び１軸の直線運動が可能なように構成されている。このロボットは、ロ
ボットハンド３１の移動制御のみを行うことができ、姿勢制御を行うことはできない。
【００４２】
　なお、巻線端部成形装置３０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等から構成される制
御部（不図示）を備えており、この制御部がロボットハンド３１の移動制御を行うととも
に、前記押圧治具２１（図３及び図４参照）の進退制御を行う。
【００４３】
　把持部４０は、図６に示すように、ロボットハンド３１（図５参照）の先端に取り付け
られる取付部５０と、導線１２の巻終端部１２ａ（図１から図４参照）を挟持して把持す
る挟持部６０と、導線１２を案内する案内部７０とを備えている。
【００４４】
　取付部５０は、ロボットハンド３１の先端を外側から挟み込む２つの取付用部材５１，
５２から構成されている。ロボットハンド３１の先端を挟み込んだこれらの取付用部材５
１，５２をボルト５３で締め付けることにより、把持部４０がロボットハンド３１の先端
に固定される。
【００４５】
　挟持部６０は、導線１２を挟持可能なように、一対の挟持部材６１，６１の間隔を変化
させる挟持間隔設定部６２によって、その間隔（広狭）が変更可能に構成されている。各
挟持部材６１の先端は、挟持した導線１２が幅広面内で回転自在なように、回転自在な回
転部材６３を他の回転部材６３に対向するように有している。回転部材６３は、例えば、
表面粗さが粗い円盤状のゴムが挟持部材６１に軸支されることにより構成されている。
【００４６】
　挟持間隔設定部６２は、一対の挟持部材６１，６１の間隔を変化させる。ここでは、カ
ムフォロアによって間隔を変化させている。
【００４７】
　具体的には、各挟持部材６１がそれぞれ固定された部材６４がガイドレール６０に沿っ
て摺動可能に構成されている。そして、シリンダ６５のピストン（不図示）の上下動によ
って、ピストンの先端に固定されたカム部材６６が上下動する。カム部材６６には、下向
き外側に広がるように傾斜する一対の穴６６ａが貫設されており、これらの穴６６ａに一
端が入り込んだ棒状のフォロア部材（不図示）の他端に各挟持部材６１に固定された部材
６４が固定されている。これにより、ピストンが上動すると、挟持部材６１の間隔が狭く
なり、ピストンが下動すると、挟持部材６１の間隔が広くなる。
【００４８】
　案内部７０は、把持部６０で把持するに適した位置に導線１２を案内する。案内部７０
は、三角形状に切欠かれた先端７１ａを有する備えた案内板７１を備えている。案内部７
０は、案内板７１を上下動させる案内板移動部７２により、案内板７１を下降させて、切
欠きの頂部に導線１２を位置させることより、挟持部６０で挟持される位置に導線１２を
案内する。
【００４９】
　案内板移動部７２は、シリンダ７４によって案内板７１を上下動させる。具体的には、
取付用部材５２に固定された部材７５にシリンダ７４が固定されており、このシリンダ７
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４のピストン（不図示）が固定された部材７６に案内板７１が固定されている。
【００５０】
　さらに、把持部４０には前記押込治具２２が付設されている。これにより、前記第５の
工程において、把持部４０を幅狭面方向に回動させて導線１２の巻終端部１２ａを９０度
下側に屈曲させる過程で、押込治具２２が導線１２に当接して、導線１２が巻枠１１の外
周面側に押し込まれる。
【００５１】
　以上のように、巻線端部成形装置３０では、各把持部材６１の先端には回転部材６３が
取り付けられており、導線１２の巻終端部１２ａと当接する回転部材６３を回転させなが
ら把持部４０を移動させることにより、導線１２を屈曲させることが可能である。
【００５２】
　そのため、巻線端部成形装置３０は、導線１２が延びる方向の軸を中心に回転させるよ
うにして導線１２を捻る機構を有しておらず、ロボットハンド３１の姿勢制御を行うこと
ができない４軸ロボットで構成することができる。よって、引用文献１に記載されたよう
にノズルの位置姿勢制御を行う６軸ロボットが必要である場合と比較して、巻線端部成形
装置３０が小型化、簡素化される。
【００５３】
　また、引用文献１に記載された装置とは異なり、導線１２を溝の端部に引掛けた状態で
屈曲させる必要がなく、挟持した導線１２が幅広面内で回転自在なように把持部４０が導
線１２を把持するので、絶縁被覆が傷付くおそれを解消することができる。
【００５４】
　なお、以上、本発明の実施形態について図面を参照して説明したが、本発明はこれに限
定されない。
【符号の説明】
【００５５】
１０…コイル部品、　１１…巻枠、　１２…導線、　１２ａ…巻終端部（端部）、　１３
…下側電極（電極）、　１３ａ…凹部、　１４…下側フランジ、　１４ａ…溝、　２１…
押圧治具（押圧部）、　２２…押込治具、　３０…巻線端部成形装置、　３１…ロボット
ハンド（移動部）、　４０…把持部、　６０…挟持部、　６１…挟持部材、　６３…回転
部材、　７０…案内部。
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